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『ウォーキングｄａｙ』
～健康づくり推進員と一緒に
ウォーキングしませんか～
日時　3月の毎週月曜日　9：00～
　　　※祝日は除く
集合場所　いこいの市民パーク
　　　　　管理事務所近く　東屋
対象　市内在住の運動制限のない方
内容　 ストレッチ、美らがんじゅう体

操、1時間程度(約4～5㎞)の
ウォーキング

※受付不要
※ 帽子、日傘、飲み物をご持参くだ
さい。
※荒天の場合は中止します。
問 保健相談センター　☎898-5583

母子保健推進員募集
　お母さんと赤ちゃんが安心して暮
らせるようサポートする「母子保健
推進員」を募集しています。
対象　市内在住で子どもが好きな方
募集地域　伊佐・嘉数ハイツ・宜野湾・
　　　　　大謝名・真志喜
活動内容
①市の母子保健事業のお手伝い
②毎月の定例会出席など
③ 健診未受診宅への訪問による受
診勧奨

④こんにちは赤ちゃん事業の訪問活動
活動日
①②あわせて月1-3回程度(調整可能)
③④はご自身の時間内で調整
問 保健相談センター　☎898-5583

★は申込制

大謝名児童センター　TEL・FAX 897-4117
1(火)～12(土) クラブ閉講式 各クラブ時間内

3(木) お手玉・けん玉検定 15：30～16：30

9(水) カプラであそぼ 15：30～16：30

16(水)～17(木) スポーツDays 15：30～16：30

18(金) 卒業・進級おめでとう 15：30～16：30

赤道児童センター　TEL・FAX 892-3397
14(月)～17(木)
19(土) クラブ閉講式 各クラブ時間内

15(火) ガーデニング 15：30～16：30

18(金) 通報・地震・消火避難訓練 16：00～16：30

25(金) 進級・進学祝い 10：30～12：00

大山児童センター　TEL・FAX 890-0015
1(火)～3(木) ひな祭り工作 15：00～16：30

7(月)～11(金) クラブ閉講式 各クラブ時間内

22(火)～24(木) こいのぼり工作 15：00～16：30

新城児童センター　TEL・FAX 892-8888
3(木) あらぐすく月1会 15：30～17：00

4(金) おりがみ教室 15：30～16：30

7(月)～12(土) クラブ閉講式 各クラブ時間内

我如古児童センター　TEL・FAX 897-6767
3(木)～5(土) ひな祭り制作 16：00～17：00

7(月)～11(金) クラブ閉講式・発表会 各クラブ時間内

11(金) 折り紙教室 15：30～16：30

25(金) おつカレー会 11：00～12：30

長田児童館　TEL・FAX 892-3330
4(金) ひなまつりお茶会 調整中

7(月)～12(土) クラブ閉講式・発表会 調整中

11(金) 一輪車検定 16：30～17：30

24(木） 進級祝会 調整中

3 月 児 童 館 ガイド

時間　14：00～17：00

宜野湾公民館
7日(月)

嘉数公民館
11日(金)・25日(金)

真志喜公民館
14日(月)

野嵩1区公民館
10日(木)・24日(木)

真栄原公民館
2日(水)・16日(水)

我如古公民館
4日(金)

嘉数ハイツ公民館
9日(水)

普天間3区公民館
8日(火)・22日(火)

野嵩３区公民館
23日(水)

普天間1区公民館
15日(火)

※スケジュールが急きょ変更する場合があります。
　予めご了承ください。

問 赤道児童センター　☎892-3397

移動児童館じゃんけんぽん　3月

令和4年4月からの幼児教育・保育無償化の手続きについて
　令和4年4月より幼児教育・保育の無償化を希望する方は、令和4年3月末まで
に申請手続きを行う必要があります。主な対象者は以下のとおりとなります。
対象者
保護者の共働き等、保育を必要とする事由があり、令和4年4月から以下の施
設やサービスを利用する児童
①新制度に移行していない私立幼稚園
　（午前の幼児教育のみ利用の場合、保育を必要とする事由は不要です）
②認定こども園・新制度に移行した私立幼稚園・宜野湾市立幼稚園
　（1号認定で利用し、午後の預かり保育も利用する場合）
③無償化対応の届出をしている認可外保育施設
④一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業
※ 0歳児～2歳児クラス（平成31年4月2日以降に生まれた児童）については、
住民税非課税世帯のみが対象
※①②を利用する予定の場合、園へ申請書類の配布と回収をお願いしています。
※給食費、行事費などは、これまでどおり保護者負担になります。
問 子育て支援課　内線3316

令和3年度　児童手当「現況届」の提出について（再）
　児童手当を継続して受けるためには、毎年6月に「現況届」を提出しなけれ
ばなりません。現況届は毎年6月1日の状況を記載し、児童手当を引き続き受
給できるかを確認する手続きです。
　現況届の提出がない場合、令和3年10月期以降の児童手当の支給ができ
ません。
　未提出者には、2月末に再度案内通知を発送いたしますので、ご提出をお
願いします。
提出期限　3/31(木) ※土日、祝日は受付できません。
受付時間　8：30～11：30、13：00～17：00
受付場所　市役所2階　児童家庭課
※詳細については、郵送でお手元に届く通知書にてご確認ください。
※ 令和2年度より、健康保険証のコピーの添付は原則不要です（公務員共済
組合加入の方を除く）
【支給月額】

区分 支給月額
3歳未満 一律 15,000円

3歳～小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円

中学生 一律 10,000円
所得制限限度額を超過している世帯の児童 一律 5,000円
※所得制限限度額の超過についての確認は現況届提出時に行います。
問 児童家庭課　☎893-4422

募
集
・
お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

宜
野
湾
市
役
所 

☎
8
9
3-

4
4
1
1
（
代
表
）　
　
　
…
問
合
せ
　
　
　
…
申
し
込
み
先

問

申


